
フラップゲート定期点検

フラップゲートの倒伏時及び起立時の定期点検（目視点検）を行います。

起立時点検中は、通り抜け できません。
皆様には、ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。

国土交通省 中部地方整備局 四日市港湾事務所 津松阪港事務所
059-213-3880 059-213-3885（時間外）
担当：中野（なかの）

点検会社 株式会社 伊藤工作所
0597-22-1633

フラップゲート

◆調査日：令和２年３月２４日（火）８：３０～１７：００
（予備日）令和２年３月２５日（水）

◆調査内容：目視点検
・倒伏時の点検 ９：００～１１：００（予定）
・起立時の点検 １３：００～１６：３０（予定）

倒伏時 起立時

凡例
事前予告等看板
交通誘導員
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